
 

 

７林国業第 250 号  
令和８年２月 27 日  

 
各森林管理局 
森林整備部長（別記参照） 殿 

 
林野庁国有林野部業務課長  

 
安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する試行について（通知） 

 
 
国有林野事業における造林請負事業及び製品生産請負事業では、通話環境が脆弱な山間奥地に

おいて作業が行われる場合が多く、緊急時に迅速な対応を行うために確実な通話手段の確保が重

要である。このため、緊急連絡体制の確保に必要な通話手段として衛星携帯電話を利用する際の

経費について、下記のとおり共通仮設費等への計上を試行することとしたので、令和８年３月１

日以降に入札公告する事業に適用されたい。 
 

記 
 
１ 対象事業等 
（１）対象事業 

「国有林野事業における造林事業請負標準仕様書について」（平成 20 年 3 月 31 日付け 19 林

国業第 241 号林野庁長官通知）第 3 章に記載された各作業種を含む造林事業及び「国有林野事

業における製品生産事業請負標準仕様書について」(平成 20 年 3 月 31 日付け 19 林国業第 239
号林野庁長官通知)第 2 章に記載された各工程を含む製品生産事業について適用するものとす

る。 
（２）対象地域 

全ての地域を対象とする。 
（３）対象事業である旨の明示 

当試行の対象事業である旨を特記仕様書等に明示するものとする。 
 
２ 適用範囲 

現場代理人が所有している携帯電話での通話が困難な箇所における事業で、契約後に請負者

が衛星携帯電話の利用を希望する場合は、監督職員が、現場代理人が所有している携帯電話で

の通話が不可能であること及び衛星携帯電話での通話が可能であることを確認した上で利用を

認めることができる。 
 
３ 事業計画書への記載 

衛星携帯電話の利用に当たっては、請負者は次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確



 

 

認を受けなければならない。 
① 衛星携帯電話事業者名 
② 衛星携帯電話サービス名 
③ 衛星携帯電話及びこれに関連する機器類（以下「使用端末等」という。） 
④ 利用料金 
⑤ 利用期間（○月○日～○月○日まで） 
⑥ 本請負事業以外の事業への供用の有無 

 
４ 事前準備 
（１）通話状況の確認 

請負者は、あらかじめ、事業現場において事業者が所有する通話機器での通話が不可能であ

ることを確認することとする。 
（２）衛星携帯電話の準備 

請負者は、使用端末等を準備することとする。 
（３）通話状況の確認等 

請負者は、事業計画書提出後、衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において正常に通

話できるか、監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障があ

ると判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するもの

とする。 
 
５ 計上方法 

衛星携帯電話の利用に関する経費は、1 契約 1 台分のリース代金を原則とする。費用の支払

証明書類等を徴収し、共通仮設費の安全費等に積み上げ計上する。 
リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を確認し、下記の算定例を参考に損料を算出

し、発注者と請負者で協議する。月々の料金等は、支払証明書類等を徴収することにより経費

として積み上げ計上する。 
 

＜算定例＞ 
※ 森林整備保全事業建設機械経費積算要領（平成 11 年 4 月 1 日付け 11 林野計第 134 号林野庁

長官通知）の別表第２建設機械損料計算表：分類コード 1799：017［携帯用］を適用 

 
 

(1) (2) (5) (6) (7)  (14) (15) 
基礎価格 
 
 
（例） 

標準使用

年数 
年間標準

供用日数 
維持管

理費率 
年間管

理費率 
残存率 換 算 供 用 

１日当たり 
損料率 

換 算 供 用 
１日当たり 
損料 

（例） 
73 千円 5.5 年 160 日 25％ 8％ 7％ 1,841×10-6 134 円 



 

 

・ 基礎価格 73 千円は例であり、実際に積算する際は購入代金とする。 
・ 基礎価格に換算供用１日当たり損料率を乗じて換算供用１日当たり損料を算出する。 
     (1)    (14) 
    73 千円×1,841×10-6＝134 円 
・ 換算供用１日当たり損料に事業期間を乗じた額を衛星携帯電話の経費として積み上

げ計上する。 
 

６ 留意事項 
５による経費の計上に当たっては、以下に留意すること。 

（１）当該経費は、現場管理費率、一般管理費等率等の対象外とする。 
（２）衛星携帯電話の利用に当たり、現場条件により周辺機器類の設置が必要と認められる場合

は、設置に係る経費をリース料金又は購入代金に含めることができる。また、衛星携帯電話

の利用に関する契約に当たりサポートサービスへの加入が必須となっている場合に限り、加

入に係る経費を月々の料金等に含めることができる。 
（３）衛星携帯電話は、異なる請負契約において共用することは妨げない。ただし、同一期間に

係るリース料金等を複数の請負契約に重複して計上することはできないものとする。なお、当

試行により経費を計上する衛星携帯電話を異なる請負契約においても共用する場合には届け

出ること。 
（４）衛星携帯電話の通話料金は、現場管理費等に含まれるため計上しない。 
（５）本通知によりがたい場合は、上記の取扱によらず、発注者と請負者の協議により計上方法

を定めるものとする。 
 
７ 事業計画書提出後の利用希望への対応 

事業計画書提出時には衛星携帯電話の利用予定がなかったものの、後日、利用を希望するこ

ととなった場合には、３から６までに準じて対応することとする。 
 
８ 既契約事業における適用 

本通知日以降の発注者と請負者の間で協議により「基準日」を定め、当該基準日以降の費用

を計上するものとする。 
 
９ その他 

この衛星携帯電話の利用に関する経費の計上は試行であり、共通仮設費等に当経費が盛り込

まれることとなった際は、本通知を廃止する。 
 

   
 
 
 
 

担当：業務課 森林整備班 造林係   
供給対策班 生産調整係 



 

 

別記 
 北海道森林管理局森林整備部長 
 東北森林管理局森林整備部長 
 関東森林管理局森林整備部長 
 中部森林管理局森林整備部長 
 近畿中国森林管理局森林整備部長 
 四国森林管理局森林整備部長 
 九州森林管理局森林整備部長 


